
第121回
国有財産中国地方審議会

諮 問 事 項 説 明 資 料

（諮問事項１）

「広島市中区東白島町及び上幟町に所在する
留保財産の利用方針の策定等ついて」

令和 4 年 2 月
財務省 中国財務局



（1）利用方針の策定について



（１）基本情報

１.留保財産の概要（旧広島共済会館）
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基町高等学校

広島城跡

対象財産アストラムライン城北駅

広島逓信病院

白島小学校

国土地理院撮影の空中写真

≪物件の概要≫

所 在 地：広島市中区東白島町19番74
面 積：3,209.72㎡
用 途 地 域：商業地域

建蔽率・容積率：80%・400%
最寄りの交通機関等：西約0.4kmに広島高速交通㈱アストラムライン城北駅
沿 革：令和2年6月 国家公務員共済組合連合会より返還



（２）現況図及び現況写真（用途地域・接道状況）
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出典：国土地理院



（１）基本情報

≪物件の概要≫
所 在 地：広島市中区上幟町3番8

面 積：2,240.61㎡

用 途 地 域：近隣商業地域

建蔽率・容積率：80%・400%

最寄りの交通機関等：北西約0.1kmに広島電鉄白島線縮景園前電停
沿 革：平成26年3月 法務省（広島高等検察庁）より所管換

２.留保財産の概要（旧広島高検上幟町宿舎）

国土地理院撮影の空中写真

対象財産

広島県立美術館
縮景園前電停

広島合同庁舎

縮景園

３



西より撮影

４

（２）現況図及び現況写真（用途地域・接道状況）

市道
（幅員10m）

55m

近隣商業
41m

出典：国土地理院



３. 地方公共団体との協議・民間ニーズ調査

令和２年度 令和３年度
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５
（注）令和２年６月、当局・広島県・広島市により設置。

国公有財産にかかる有効活用連絡会（注）

11月11月８月 ２月

マーケット
サウン

ディング調査

３月

利活用要望等確認

1月

（１）全体像

○周辺状況や都市計画規制等について情報共有
○利活用に関する協議



旧広島共済会館 旧広島高検上幟町宿舎

公的利用

利 活 用
に関する
意 見

６

〇白島地区は、「ひろしま都心活

性化プラン」(注）において、高

い生活利便性を享受できる「都心

居住ゾーン」に位置付けられてい

る。

〇このため、多様なニーズ・ライ

フスタイルに応じた都心居住に資

する複合的な機能を有する施設の

誘導を要望する。

利用要望なし

（注）平成２９年３月に広島県及び広島市が、広島市の都心の将来像や目指す姿、その具体化に
向けた施策等を示すものとして策定。

〇縮景園や県立美術館が所在する

幟町地区は、「ひろしま都心活性

化プラン」(注）において、「歴

史・文化・スポーツ交流ゾーン」

に位置付けられている。

〇このため、周辺環境と調和した

緑があふれ、人々が憩える施設整

備を要望する。

（２）広島県との協議等



旧広島共済会館 旧広島高検上幟町宿舎

公的利用

利 活 用
に関する
意 見

７

利用要望なし

〇「広島市立地適正化計画」(注）における医療・商業等の都市機能を

誘導し、効率的なサービス提供を図る「高次都市機能誘導区域（都

心型）」に位置している。

〇このため、同計画に定める誘導施設の導入への配慮について要望。

・大規模オフィス ・大規模商業施設 ・コンベンション施設
・シティホテル ・大学 ・専門学校
・商業施設(食品スーパー) ・地域医療支援病院 ・在宅療養支援病院
・地域密着型サービス事業 ・地域子育て支援拠点

（注）平成３１年１月に広島市が、居住機能や医療等の都市機能の立地等に関する包括的なマス
タープランとして作成。

（参考）高次都市機能誘導区域（都心型）に定める誘導施設の例

（３）広島市との協議等



対象財産 旧広島共済会館、旧広島高検上幟町宿舎

実施期間 令和３年３月８日～３月１９日

参 加 者 ８者（建築業、不動産業等）

提案施設

○商業施設
・ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ
・ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ
・飲食店

○医療施設
・クリニック
・医療モール

○業務施設
・オフィス
・会議室

○健康関連施設
・ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑ

○宿泊施設
・ホテル

○教育施設
・ｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝﾊﾟｽ

○子育て支援施設
・保育園

○高齢者介護施設
・老人ホーム
・ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅

○居住施設

・賃貸住宅（マンション）
・分譲マンション

○生活関連サービス施設
・結婚式場【上幟町のみ】

利用面積 全面積を一体的に利用

事業期間 ２０～３０年（商業用途）、５０年以上（居住用途）

地域貢献に
関する意見

〇コミュニティ拠点の導入について検討可能
〇地域防災のための機能について検討可能

８

（４）マーケットサウンディング調査結果



４.利用方針（導入施設）に関する検討

９

○利用方針（導入施設）は「民間収益施設」

⇒定期借地期間１０年～３０年（事業用定期借地権）による貸付け

○地域コミュニティや地域防災への貢献機能の誘導も検討

検討結果

＜地域・社会のニーズに対応＞

○ 地域住民の利便性に資する民間

収益施設について多くの提案あり

○ 地域コミュニティや地域防災へ

の貢献機能についても検討可能

・広島県・広島市の公的利用要望の確認結果
・マーケットサウンディング調査結果

○ 地域住民の利便性に資する民間収

益施設を中心に利用方針を策定する

ことが望ましい

有効活用連絡会の意見ﾏｰｹｯﾄｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ調査結果

を踏まえ



（参考）留保財産の処理手続き
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５. 利用方針（案）

対 象 財 産 旧広島共済会館、旧広島高検上幟町宿舎

利 用 用 途 民間収益施設【利用方針③】

処 理 方 針 二段階一般競争入札

定 期 借 地 期 間 ３０年（事業用定期借地）
※ 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、借地権を設定するもの

導入すべき施設

○商業施設
・スーパーマーケット
・ドラッグストア
・飲食店

○医療施設
・クリニック
・医療モール

○業務施設
・オフィス
・会議室

○健康関連施設
・フィットネスジム

○宿泊施設
・ホテル

○教育施設
・サテライトキャンパス

○子育て支援施設
・保育園

○生活関連サービス施設
・結婚式場【上幟町のみ】

導 入 が
望 ま し い 機 能

・地域のコミュニティへの貢献機能(オープンスペースの整備など)
・地域防災への貢献機能(大規模災害時の帰宅困難者の受入れなど)
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（注）借地借家法上、事業用定期借地権による貸付けについては、居住の用に供する施設（マン
ション、老人ホーム等）は対象外。



（2）二段階一般競争入札の実施について

（審査委員の選任を含む）
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６. 二段階一般競争入札の流れ

（注）二段階一般競争入札の実施にあたっては、地方審へ諮問
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７. 審査委員会について

① 入札案内書（案）（開発条件、企画提案審査要領等）確認

② 企画提案書の審査

③ 財務局長への審査結果報告

審査委員会の業務

① 経営、経済、不動産等の専門的知見を有する者

② 都市計画、建築等の専門的知見を有する者

③ 当該土地が所在する地方公共団体の都市計画部局の長等

④ 国有財産地方審議会委員

から審査委員を選任(注)し、人数はおおむね５名

審査委員会の構成
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（注）審査委員の選任は、二段階一般競争入札の実施と併せて地方審へ諮問



令和５年度 定期借地契約締結

令和４年度 二段階一般競争入札・実施

令和５年度 二段階一般競争入札・実施

令和６年度 定期借地契約締結

８. 今後のスケジュール（予定）

旧広島高検上幟町宿舎

旧広島共済会館
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